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予定価格等の事前公表の実施に関する事務取扱要領 

 

平成１９年１２月２０日制定 

平成２１年 ４月 １日改正 

平成２１年 ９月 １日制定 

（目的） 

第１条 この要領は、東広島市が実施する東広島市建設工事等請負業者選定に関する規

程（昭和５１年東広島市訓令第１４号。以下「選定規程」という。）第１条に規定す

る建設工事等（以下「建設工事等」という。）における入札・契約制度の透明性、競

争性並びに公平性をより一層確保することを目的として実施する予定価格の事前公

表に関する事務手続等について必要な事項を定めるものとする。 

（対象建設工事等） 

第２条 予定価格の事前公表は、入札の方法により行う建設工事等（随意契約によるも

のを除く。）を対象とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、建設工事等に係る競争見積による随意契約（随意契約締

結に係る事務取扱要領（平成２年７月１日制定）第２条第１項に掲げる特命随契を除

く。）については、見積り徴取の相手方に限り、予定価格の事前公表(以下「予定価格

事前通知｣という。)を行う。 

（公表内容） 

第３条 公表の内容は、予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いた金額とする。 

（公表方法等） 

第４条 公表方法は、次の方法によるものとする。 

(1) 一般競争入札においては、東広島市建設工事等条件付一般競争入札実施要領第５条

第３項に規定する公告により行う。 

(2) 指名競争入札においては、総務部契約課における閲覧及び東広島市ホームページへ

の掲示により行う。 

(3) 建設工事等に係る競争見積による随意契約については、予定価格を見積依頼書に記

載することにより予定価格事前通知を行うものとする。 

 

   附 則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成２１年９月１日から施行する。 


